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60 歳からの

シシニニアア
　 　 ラライイフフ
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高
齢
福
祉
課

●
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
C

　
加
齢
な
ど
で
低
下
し
た
体
力
や
歩
行
機

能
を
向
上
さ
せ
る
方
法
の
ほ
か
、
食
事
の

改
善
な
ど
を
医
療
専
門
職
か
ら
学
び
、
習

得
し
ま
す
。

期
間　
８
月
28
日
㈬
～
11
月
20
日
㈬

　
（
概
ね
週
1
回
、
計
13
回
）

場
所　
大
井
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー（
送
迎
要

相
談
）

対
象　
要
支
援
１
・
２
で
自
主
的
に
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
人

（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
利
用
者
を
除
く
）

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
く
て
も
利

用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

定
員　
15
人（
申
込
順
）

申
込
方
法　
8
月
6
日
㈫
ま
で
に
お
住
ま

い
の
地
域
の
高
齢
者
あ
ん
し
ん
相
談
セ

ン
タ
ー
に
電
話
で
申
し
込
む

 

高
齢
者
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
ふ
く
お
か

　
（

０
４
９
・
２
６
１
・
１
１
２
６
）

　
か
す
み
が
お
か

　
（

０
４
９
・
２
６
４
・
７
６
２
０
）

　
つ
る
が
ま
い

　
（

０
４
９
・
２
５
６
・
６
０
６
１
）

　
お
お
い

　
（

０
４
９
・
２
６
１
・
３
０
２
１
）

●
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
に
よ
る「
も
の
忘

れ
・
認
知
症
相
談
」（
要
予
約
）

　
認
知
症
は
、
早
期
段
階
で
の
対
応
が
重

要
で
す
。
認
知
症
に
関
し
て
相
談
し
た
い

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

日
時　
8
月
9
日
㈮

　
午
後
３
時
～
4
時
30
分

場
所　
大
井
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
４
階

　
会
議
室
２

定
員　
３
人（
申
込
順
）

申
込
方
法　
7
月
31
日
㈬
ま
で
に
電
話
で

申
し
込
む

※
申
し
込
み
後
、
担
当
の
高
齢
者
あ
ん
し

ん
相
談
セ
ン
タ
ー
職
員
が
訪
問
し
て
お
話

を
伺
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、

７
月
31
日
㈬
で
す
。
引
き
続
き
介
護
保
険

負
担
限
度
額
認
定
証
が
必
要
な
場
合
は
、

改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
場
所　
高
齢
福
祉
課
、
大
井
総
合
支

所
市
民
総
合
窓
口
課

申
請
に
必
要
な
も
の　
被
保
険
者
本
人
お

よ
び
配
偶
者
の
通
帳
な
ど
の
写
し

対
象　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

　
①
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
②
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
③
預
貯
金
な
ど
の
資
産
の
合
計
が
基
準

額
以
下

※
預
貯
金
な
ど
の
資
産
合
計
の
基
準
額
は

所
得
の
状
況
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

介 護 保 険 料介 護 保 険 料 のの お 知 ら せお 知 ら せ

　65 歳以上の人（第 1 号被保険者）の本年度の介護保険料が決まりましたので、納付通知書・特別徴収額
決定通知書兼開始通知書を 7 月中旬に発送します。詳しくは通知書をご覧ください。

介護保険料の決定通知は７月中旬にお送りします。

※第１～第３段階は、公費軽減適用後の保険料年額を表示しています。
※合計所得金額は、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。
※分離譲渡所得がある人の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
※所得段階が第１～第5段階の人の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。また、給
与所得がある場合は、給与所得（所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額）から10万円を控
除します。

所得段階 対　象　者 保険料年額

第 1 段階
生活保護受給者

19,665 円世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者

世帯全員が市民税非課税で、
本人の前年の合計所得金額と
公的年金等収入額の合計額

80 万円以下の人
第 2 段階 80 万円を超え 120 万円以下の人 33,465 円
第 3 段階 120 万円を超える人 47,265 円
第 4 段階 世帯に市民税が課税されてい

る人がいるが、本人は市民税
非課税で、本人の前年の合計
所得金額と公的年金等収入額
の合計額

80 万円以下の人 62,100 円

第 5 段階 80 万円を超える人 69,000 円
（基準額）

第 6 段階

本人が市民税課税で、前年の
合計所得金額

120 万円未満の人 82,800 円
第 7 段階 120 万円以上 210 万円未満の人 89,700 円
第 8 段階 210 万円以上 320 万円未満の人 103,500 円
第 9 段階 320 万円以上 420 万円未満の人 117,300 円
第 10 段階 420 万円以上 520 万円未満の人 131,100 円
第 11 段階 520 万円以上 620 万円未満の人 144,900 円
第 12 段階 620 万円以上 720 万円未満の人 158,700 円
第 13 段階 720 万円以上 900 万円未満の人 165,600 円
第 14 段階 900 万円以上 1,100 万円未満の人 172,500 円
第 15 段階 1,100 万円以上 1,500 万円未満の人 179,400 円
第 16 段階 1,500 万円以上 2,000 万円未満の人 186,300 円
第 17 段階 2,000 万円以上の人 193,200 円

　65 歳以上の人の介護保険料は、要介護認定者数や介護サービス費の見込みなどを基に、3 年ご
とに見直されます。令和 6 年～ 8 年度の介護保険料の基準額は、年額 69,000 円（月額 5,750 円）
で所得により次表のとおり17段階の保険料になります。詳しくは市ホームページをご覧ください。

令和 6 年～ 8 年度の介護保険料について

 高齢福祉課（ 049・262・9037　 049・261・7621）

食欲の落ちる季節！
高齢者の「低栄養状態」にご注意ください

 高齢福祉課
　（ 049・262・9038　 049・261・7621）

暑くなり食欲が落ちやすい季節になってきました。
食欲がなくても簡単に食べることができる麺類だけで
食事を済ます人も多いのではないでしょうか。

高齢者の食生活で心配なのは、たんぱく質不足によ
る「低栄養素状態」です。低栄養素状態になると身体
の老化が加速し、筋力が弱まって、転倒や骨折しやす
くなるだけでなく、抵抗力が低下し、病気になりやす
くなります。

ごはん、パン、麺など「エネルギー」になるものに加え、
特に魚、肉、卵など体を維
持する「たんぱく質」を積
極的にとり、バランスよく
いろいろな食材を食べるよ
うに心がけましょう。　
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シシニニアアラライイフフ

る
被
保
険
者
を
対
象
に
、
健
康
長
寿
歯
科

検
診
を
実
施
し
ま
す
。
お
口
の
健
康
は
、

全
身
の
健
康
に
つ
な
が
り
ま
す
。
疾
病
の

予
防
や
健
康
増
進
の
た
め
、
ぜ
ひ
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

実
施
期
間　
7
月
1
日
㈪
～
来
年
1
月
31

日
㈮

対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
持
つ
人

　
①
昭
和
23
年
4
月
2
日
～
昭
和
24
年
4

月
1
日
生
ま
れ

　
②
昭
和
18
年
4
月
2
日
～
昭
和
19
年
4

月
1
日
生
ま
れ

※
申
し
込
み
手
続
き
な
ど
、
詳
し
く
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
6
月
下

旬
に
届
い
た
受
診
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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２
７
１

介
護
予
防
セ
ン
タ
ー

■
霞
ケ
丘
１
・
５
・
１

■
一
般
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
障
が
い

な
ど
に
よ
り
駐
車
場
の
利
用
が
必
要
な

場
合
は
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
新
規
に
介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
の
利
用
登

録
を
す
る
人
は
、
本
人
確
認
書
類（
健

康
保
険
証
な
ど
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

● 

足
腰
ラ
ク
ラ
ク
体
操

　
足
腰
の
筋
力
と
柔
軟
性
を
高
め
、
し
な

 

０
４
９・２
６
６・１
１
１
１ 

 

０
４
９・２
６
６・１
１
１
２

大
井
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
大
井
中
央
２
・
２
・
１

■
初
め
て
利
用
す
る
人
は
、
利
用
者
登
録

が
必
要
で
す
。
本
人
確
認
書
類（
健
康

保
険
証
な
ど
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
健
康
相
談（
整
形
外
科
）

　
足
腰
の
痛
み
な
ど
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。　

日
時　
7
月
16
日
㈫

　
午
後
1
時
15
分
～
2
時

場
所　
大
井
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
3
階

　
健
康
相
談
室

担
当
医　
山
口
医
師（
ふ
じ
み
野
整
形
外
科

内
科
骨
粗
鬆
症
ス
ポ
ー
ツ
ク
リ
ニッ
ク
）

対
象　
市
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人

定
員　
5
人（
申
込
順
）

申
込
方
法　
7
月
５
日
㈮
か
ら
大
井
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
1
階
窓
口
か
電
話（

０
４
９
・
２
６
６
・
１
１
１
１
）で
申

し
込
む 

０
１
２
０・９
８
１・１
９
９

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
（
健
康
長
寿
歯
科
検
診
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

● 

健
康
長
寿
歯
科
検
診

　
本
年
度
中
に
76
歳
ま
た
は
81
歳
を
迎
え

や
か
な
体
づ
く
り
を
一
緒
に
行
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

日
時　
7
月
8
日
㈪
・
17
日
㈬

　
い
ず
れ
も
午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

場
所　
介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
１
階

　
介
護
予
防
ホ
ー
ル

対
象　
市
内
在
住
で
65
歳
以
上
の
人

定
員　
各
40
人（
先
着
順
）

持
ち
物　
介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
の
利
用
登

録
証
、
動
き
や
す
い
服
装
、
タ
オ
ル
、

飲
み
物

※
当
日
、
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

介護サービスの紹介 パート12

　介護保険で使えるサービスを順次紹介していま
す。利用には介護認定を受ける必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
施設サービス
　介護保健施設に入所して受けるサービスを「施設
サービス」といいます。今回は、介護医療院につい
て紹介します。
●介護医療院
　長期にわたり療養が必要な人が対象の施設です。
療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、
機能訓練や日常生活上の世話など、医療と介護が
一体的に受けられます。看取りケアやターミナル
ケアといった医療機能や入所者の生活施設として
の機能を有しているのが特徴です。
入所対象　要介護1以上の人

 高齢福祉課
（ ０４９・２６２・９０３7  049･261･7261）


